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「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」について

平成29年度より全面施行された建築物省エネ法の施行状況を把握するとともに、住宅・建築物の省エネ性能に
関する実態を把握・検証し、住宅・建築物の省エネ基準への適合率の更なる向上等に向けた課題を整理するため、
「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」を設置

● 建築物省エネ法の施行状況のフォローアップ

● 住宅・建築物の省エネ性能に関する実態の

把握・検証

● 住宅・建築物の省エネ基準への適合率の向上等

に係る課題の整理

開催経緯
●第１回 （H29.9.28）

○建築物の省エネ性能に関する実態について 等

●第2回 （H29.10.13）
○住宅の省エネ性能に関する実態について 等

●第3回 （H29.11.16）
○業界団体の委員等からのプレゼン①

●第4回 （H29.12.12）
○業界団体の委員等からのプレゼン②

●第5回 （H30.2.22）
○省エネ基準への適合率の向上等の課題整理

について 等
●第6回 （H30.3.27）

○とりまとめ案について 等

座長

委員

オブザーバー

事務局

（五十音順・敬称略）

○坂本 雄三 東京大学名誉教授

○秋元 孝之 芝浦工業大学教授

○川瀬 貴晴 千葉大学グランドフェロー

○倉田 雅史 建築設備技術者協会

○坂本 努 日本ビルヂング協会連合会

○鈴木 兼次 日本建築士事務所協会連合会

○清家 剛 東京大学大学院准教授

○田島 剛 日本建築行政会議

○津端 英男 全国建設労働組合総連合

○中村 勉 日本建築士会連合会

○丸山 修 日本設備設計事務所協会連合会

○岩村 和夫 東京都市大学名誉教授

○岸本 浩一 住宅生産団体連合会

○齋藤 卓三 住宅性能評価・表示協会

○澤地 孝男 建築研究所

○鈴木 大隆 北方建築総合研究所

○髙井 啓明 日本建設業連合会

○田辺 新一 早稲田大学教授

○中上 英俊 住環境計画研究所

○永野 好士 不動産協会

○宮崎 淳 日本建築家協会

○経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課

○環境省 地球環境局 地球温暖化対策課

○国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室

メンバー検証・整理事項
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「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」とりまとめ概要（案）①

１．建築物省エネ法の施行状況

○ 大規模※の建築物の新築等を対象とする省エネ適判制度は、確認審査日数の推移が下表のとおりであるなど、
これまでのところ省エネ適判に起因する混乱や確認審査の遅延等は発生しておらず、概ね円滑に施行されている。

建築物省エネ法施行前 建築物省エネ法施行後
平成28年６月 平成28年９月 平成28年12月 平成29年３月 平成29年６月 平成29年９月 平成29年12月

６８日 ６７日 ６５日 ６８日 ５１日 ６２日 ６３日

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

・省エネ適判の審査にあたり判断に迷った案件について、所管行政庁等が実際にどのような論拠でどのような
判断を下したかについての情報を所管行政庁等や設計関係者等の間で共有し、手続きの更なる円滑化に繋げていくこと
が重要。

（１）省エネ適判制度

○ 省エネ適判対象以外の中規模以上の住宅・建築物の新築等を対象とする届出制度については、届出率は制度創設時より
上昇傾向にあるものの、下表のとおり、特に中規模の住宅・建築物において未だ低い水準にとどまっている。

・届出率の向上に向け、制度の周知徹底を図るとともに所管行政庁における無届物件への督促等の取組を推進することや、
所管行政庁の業務負担の軽減に向け、審査項目の合理化や申請書類の簡素化等の工夫を行うことが必要。

（２）届出制度

住宅 建築物（住宅以外）
大規模 ８２％ ９７％

中規模 ６６％ ７７％

○ 建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）については、戸建住宅を中心に実績件数が伸びている。

（３）表示制度

※ 大規模：延べ面積2000㎡以上、中規模：延べ面積300㎡以上2000㎡未満、小規模：延べ面積300㎡未満

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】
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「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」とりまとめ概要（案） ②

２．住宅・建築物の省エネ性能に関する実態等

○ 届出結果やアンケート結果より、平成27年度時点の住宅・建築物それぞれの規模別の省エネ基準等への適合率を算定
したところ、下表のとおりとなった。

・事務局による住宅・建築物の省エネ基準等への適合率に係る算定結果については、概ね実感と合っている。

（１）住宅・建築物の省エネ性能に関する実態

・業界団体が実施した調査等によると、小規模の住宅・建築物の設計・施工を担う中小の工務店や設計者事務所等には
省エネ基準や省エネ計算等に習熟していない設計者が相当程度存在している。

（２）設計者等の省エネ計算等への対応の現状

大規模 中規模
小規模

全体
共同 戸建

住宅 ３６％ ４４％ ５１％ ４６％ ５３％ ４６％
建築物（住宅以外） ９７％ ９４％ ６９％ ９３％

・住宅・建築物の省エネ性能向上のメリットが建築主や居住者等に十分に理解されていない。

（３）消費者の住宅・建築物の省エネ性能向上等への理解の現状

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

３．住宅・建築物の省エネ基準への適合率の向上等の課題等

・省エネ基準の適合義務化の対象拡大にあたっては、省エネ基準への適合状況に加え、
省エネ投資の費用対効果の低さやエネルギー消費量の住まい方への依存等の住宅の特性、生産・審査体制、
建築主等の認識、伝統的構法や地域の文化への配慮等に係る課題に留意することが必要。

省エネ基準適合義務に係る課題

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

5



「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」とりまとめ概要（案） ③

・省エネ基準への適合の判断を容易なものとするための
省エネ基準・省エネ計算の大幅な簡素化、共同住宅に
おける住棟単位での省エネ基準の適用等が必要。

省エネ基準・省エネ計算に係る課題

・生産者の技術力向上のための講習会等の実施、断熱材等
の適切な施工技術の普及、省エネ性能向上の必要性等に
係る建築主等への普及啓発の推進等が必要。

省エネ性能向上等に係る普及啓発に係る課題

・住宅・建築物全体の省エネ性能の底上げとより性能の高
いグループの拡大及び性能向上との両面からの施策検討、
省エネ性能に関する情報の建築主等への提供の徹底や
省エネ性能に応じた税財政・融資上の支援の重点化等の
多様な手法によるマーケットメカニズムの活用等が必要。

総合的な取組の推進等に係る課題

・消費者の意識の向上や適切な選択を促すための
設計者から建築主等への省エネ性能の説明、健康性等を
含めた総合的な表示制度の検討等が必要。

省エネ性能の情報提供に係る課題

・関係省庁の連携によるZEH等に対する支援策の充実、
現行の省エネ計算の方法では評価できない新たな技術や
設備機器等の評価手法の検討等が必要。

高い省エネ性能を有する住宅・建築物の普及に係る課題

・省エネ性能の低い既存ストックが数多く存在することを
踏まえ、既存ストックの省エネ性能向上を促進すること
が必要。

既存ストック対策に係る課題

３．住宅・建築物の省エネ基準への適合率の向上等の課題等

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

４．引き続き把握・検証すべき事項

【委員からの主な指摘等】【委員からの主な指摘等】

・今後の省エネ基準への適合率向上等に向けた取組に係る判断を的確に行うためにも、省エネ基準への適合率の最新状況や、
地域や構造等の別での不適合物件の要因等について、把握・検証していくことが必要。
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１．建築物省エネ法の施行状況
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１．建築物省エネ法の施行状況

（１）省エネ適判制度
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その他の建築物特定建築物

一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること
等について所管行政庁の認定を受けると、容積率
の特例＊を受けることができる。

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合
することについて所管行政庁の認定を受けると、
その旨の表示をすることができる。

住宅事業建築主＊が新築する一戸建て住宅

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の
基準（住宅トップランナー基準）を定め、省エネ性能の向上を誘導

届出

新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務

● 基本方針の策定（国土交通大臣）、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言

省エネ基準適合義務・適合性判定

住宅トップランナー制度

エネルギー消費性能の表示 省エネ性能向上計画の認定、容積率特例

規

制

措

置

■社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住
宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。

法律の概要

誘

導

措

置

必要に応じて所管行政庁が指示・命令

● その他所要の措置（新技術の評価のための大臣認定制度の創設 等）

＊省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の
床面積を超える部分を不算入（１０％を上限）

＜住宅トップランナー基準に適合しない場合＞

＜省エネ基準に適合しない場合＞

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

一定数（政令：年間150戸）以上新築する事業者に対しては、必要に応じて大臣
が勧告・公表・命令

建築主事又は指定確認検査機関 所管行政庁又は登録省エネ判定機関

適合判定通知書
着工

建築物使用開始

建築確認

検査

適合性判定

＊住宅の建築を業として行う建築主

一定規模以上の建築物（政令： 300㎡ ）一定規模以上の非住宅建築物（政令： 2000㎡ ） ※特定建築物を除く

○我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念
○されている。

○他部門（産業・運輸）が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の１／３を
○占めている。
⇒建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。

背景・必要性

基準適合について所管行政庁又は登録判定機関（創設）の判定を受ける義務

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。

①

②

③

＜施行日：規制措置は平成29年4月1日、 誘導措置は平成28年4月1日＞

（平成27年法律第53号、7月8日公布）
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省エネ法と建築物省エネ法の比較概要 （新築）

省エネ法
エネルギーの使用の合理化等に関する法律

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

大規模
建築物

（2,000㎡以上）

非住宅 届出義務
【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

適合義務
【建築確認手続きに連動】

住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
指示・命令等】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

中規模
建築物
（300㎡以上

2,000㎡未満）

非住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
勧告】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

住宅

小規模
建築物

（300㎡未満）
住宅事業建築主

（住宅トップランナー）

努力義務 努力義務

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

第一種特定建築物 特定建築物

第二種特定建築物

※省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成29年3月末をもって廃止。 10



省エネ基準適合義務・省エネ適判の概要

○ 建築主は、床面積の合計が2000㎡以上の非住宅建築物の新築等（特定建築行為）を行う際、当該建築物を省エネ
基準に適合させなければならない 【建築物省エネ法第11条第１項】

○ 建築主は、特定建築行為に係る工事に着手する前に、省エネ性能確保計画を提出し、所管行政庁又は登録省エネ
判定機関による省エネ基準への適合性に係る判定（省エネ適判）を受けなければならない
【建築物省エネ法第12条・第15条】

○ 特定建築行為に係る建築物は、建築基準法に基づく建築確認や完了検査において、省エネ基準への適合性につ
いても審査・検査の対象となる 【建築物省エネ法第11条第２項】

11

省エネ性能
確保計画の提出

適合判定通知書

建築確認申請

確認済証

着工

竣工/完了検査申請

検査済証

＜所管行政庁又は
登録省エネ判定機関＞

＜建築主事又は
指定確認検査機関＞

省エネ適判
確認審査

完了検査

＜建築主＞

使用

（必要に応じ）計画変更の手続き

〈省エネ適判対象物件に係る手続フロー〉



省エネ適判の実績

【平成29年4月～12月】

合計 所管行政庁 登録省エネ判定機関

４月 8件 2件 6件

５月 39件 5件 34件

６月 151件 12件 139件

７月 183件 5件 178件

８月 231件 18件 213件

９月 243件 12件 231件

10月 268件 14件 254件

11月 253件 11件 242件

12月 273件 16件 257件

【平成29年4月～12月】

○省エネ適判対象に係る建築確認の件数

○省エネ適判の件数
※国土交通省による調査結果

※（一社）住宅性能評価・表示協会による調査結果

受付件数 交付件数

合計 特定行政庁
指定確認
検査機関

合計 特定行政庁
指定確認
検査機関

４月～６月 308件 26件 282件 167件 13件 154件

７月～９月 711件 78件 633件 629件 53件 576件

10月～12月 781件 77件 704件 699件 76件 623件

12



省エネ適判対象物件に係る確認審査日数

○ 省エネ適判対象となる大規模非住宅建築物の法施行後における確認審査日数は、法施行前

における日数を超えていない状況。

○省エネ適判対象となる大規模非住宅建築物に係る確認審査日数の推移

建築物省エネ法施行前 建築物省エネ法施行後

※建築物省エネ法施行前（H29年3月以前）は構造適判対象物件のうち2000㎡以上の非住宅建築物の日数
※新築の物件を対象（既に建築物が建っている敷地内に別棟で新築する場合は含んでいない）

※国土交通省の調査結果による
※審査日数は、事前相談受付から確認済証交付までに要する日数（申請者側の作業日数と審査側の作業日数を含む）

H28年6月 H28年9月 H28年12月 H29年3月

平均日数 67.7 66.9 65.4 68.2

件数 226 197 217 256

H29年6月 H29年9月 H29年12月

50.7 61.9 62.7

85 171 197

※建築物省エネ法施行後（H29年6月以降）は省エネ適判対象物件の日数 13



建築物省エネ法の周知・普及活動について

講習会等の実施

政府広報・業界紙・ＨＰ等のメディアの活用

・申請者向け 309回（約3.6万人） ・審査者向け 85回 （約9,000人）

・中小工務店向け H28年度：約1,400回（約3.2万人）、H29年度：約1,100回（約2.4万人）

・40万部配布
（行政庁経由：30万部、業界団体・審査機関経由：10万部）

・1,500枚配布
（行政庁経由：1,000枚、業界団体・審査機関経由：500枚）

・3,500枚配布
（行政庁経由：2,500枚、業界団体・審査機関経由：1,000枚）・講習会の日程入りポスターを業界紙に掲載

（日刊建設通信新聞、日刊建設工業新聞、日刊建設産業新聞、建通新聞等の37件）

・国交省ＨＰに建築物省エネ法特設ページを設置
・省エネ基準等に係るサポートページを設置（IBEC）

・政府広報ラジオ番組での放送 （FM東京「秋元才加のWeekly Japan!!」）

・政府広報新聞広告に掲載 （日経新聞）

・省エネに関する情報提供の特設サイト（省エネNEXT）の立ち上げ（日経BP）

・機関紙への記事掲載 （IBEC機関紙、BCJ機関紙、建築技術等の約20件）

・約10.5万通送付
（全建築士事務所あて）

制度説明会

省エネ住宅技術に関する講習会

政府広報

業界紙・機関紙

ホームページ

パンフレット・ポスター等の配布

パンフレット

ポスター

DVD

ダイレクトメール

行政庁・業界団体主催の講習会への対応
・約４０回の講習会にて制度説明を実施

マニュアル等の作成

・申請手続き等に係るマニュアル

省エネ適判・届出マニュアル

・設計図書の記載方法に係るマニュアル

設計図書記載マニュアル

・工事監理の方法に係るマニュアル
工事監理マニュアル

・省エネ適判の申請図書（計画書・設計図書・計
算書）や工事監理報告書等の記載例

省エネ適判の申請図書等の記載例

省エネ基準義務化等に係るシンポジウム
・省エネ基準義務化等に係るシンポジウムを開催（H29.3/1・3/22、H30.3.23）

設計・工事監理に関する説明会

・建材・設備メーカー向け １０団体 ・設計者等向け ６団体

14

・省エネ基準適合義務対象建築物の完了検査
に係るマニュアル

完了検査マニュアル

・申請者向け 40回（約5,000人）



建築物省エネ法の円滑施行に向けた体制整備について

相談窓口の充実強化

情報提供サイトの構築等

・省エネサポートセンターの強化（IBEC）

（平成29年4月～平成30年2月において、8,310件の質問を受付）

・設計・工事監理に関する相談窓口の設置（日本設備設計事務所協会連合会）

（平成29年4月～平成30年2月において、142件の質問を受付）

・コンタクトポイントの設置
（IBEC）

・対象物件が所在する市町村名を入力することで、窓口となる所管行政庁・登録
省エネ判定機関を検索可能なサイトを構築（評価協会）

・上記サイトにて省エネ適判機関の混雑状況も公表

制度全般・省エネ基準の相談窓口

設計・工事監理の相談窓口

省エネ適判・届出の窓口検索サイト

建材・設備の検索サイト

提案受付窓口の設置

・建材・設備の性能値や性能証明書類を検索可能なサイトを構築（評価協会）

省エネ計算を引受可能な設計事務所リストの公表

・省エネ計算を引受可能な設備設計事務所のリストを公表
（日本設備設計事務所協会連合会）

省エネ適判物件の件数の調査等

・省エネ適判物件の件数を調査・公表（国土交通省・評価協会）

審査の円滑化のための体制整備

基準等の整備に係る
体制整備

・所定の試験方法では
評価できない建材・設
備の性能値を評定

（登録省エネ評価機関・評価
協会を通じ調整）

任意評定の実施

・登録省エネ判定機関等の連絡体制
の整備（評価協会）

・定期に、所管行政庁を交え、省エネ
適判機関の情報共有・意見交換を
実施（評価協会・JCBA）

審査者間の情報共有・意見交換
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省エネ適判等において判断に苦慮した案件の具体例

【事例２】 特殊な使われ方をする室の設備
に係る計算方法

（事案の概要）
・ビジネスホテルのオープンな朝食コーナーの照明設
備の計算について、どの室用途を選択するか

（室用途の選択）
・照明設備の計算において、当該部分の室用途として、
「ロビー」ではなく「レストラン」を採用した

（判断に係る考え方）
・当該部分の照明設備の使用方法を勘案
（ロビーのように終日使用される部分ではなく、レスト
ランのように使用される時間帯が限定的であると判
断）

所管行政庁や省エネ適判機関と連携し、適用事例集を作成・公表

【事例１】 特殊な用途の建築物に用いる
モデル建物の選択

（事案の概要）
・建築基準法上の用途が観覧場である客席付の体育
館について、どのモデル建物を選択するか

（モデル建物の選択）
・計算モデルとして、「集会場（体育館）」ではなく「集会
場（競馬場又は競輪場）」を採用した

（判断に係る考え方）
・当該建築物の空気調和設備等の使用方法を勘案
（延べ面積に対する客席部分の面積の割合が大きく、
当該部分の空調負荷が大きいものと判断）
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１．建築物省エネ法の施行状況

（２）届出制度

17



届出制度の概要

18

○ 建築主は、床面積の合計が300㎡以上の住宅・非住宅建築物（省エネ適判の対象となる2000㎡以
上の非住宅建築物を除く）の新築等を行う際、着工日の２１日前までに、省エネ計画を所管行政庁に
届け出なければならない 【建築物省エネ法第19条第1項】

○ 所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認
めるときは、計画の変更等の指示・命令ができる 【建築物省エネ法第19条第２項・第３項】

省エネ計画の届出
（着工日の21日前まで）

着工
（確認済証の取得後）

＜所管行政庁＞

省エネ計画の受理

＜建築主＞

〈届出対象物件に係る手続フロー〉

届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、
省エネ性能確保のため必要があると認めるとき
は、計画の変更等の指示・命令ができる



平成27年度における届出率について

19

○ 平成27年度における届出対象物件の届出率は、届出対象を300㎡以上の住宅・建築
物に拡大した平成22年度における届出率より上昇傾向にあるものの、中規模物件では、
住宅で66.0%、建築物で77.4%となっている。

住宅 建築物

大規模
（2000㎡以上）

82.2% 97.4%

中規模
（300㎡以上2000未満）

66.0% 77.4%

【平成27年度における届出対象物件の届出率】

（届出率は、「届出物件の床面積の合計値」を「建築着工統計調査に基づく届出対象物件の着工面積の合計値」で除した値）

【平成22年度における届出対象物件の届出率】

住宅 建築物

大規模
（2000㎡以上）

74.8% 87.5%

中規模
（300㎡以上2000未満）

66.6% 53.5%

※平成26年度（平成25年基準全面施行前）における住宅の届出率は、大規模物件で91.8%、中規模物件で77.4%



届出の徹底に向けた取組について

ダイレクトメール・パンフレットの配布

20

建築確認の窓口における申請者への注意喚起

○ 届出の注意喚起等を内容とするダイレクトメール・パンフレットを配布

・40万部配布
（行政庁経由：30万部、業界団体・審査機関経由：10万部）

・約10.5万通送付 （全建築士事務所あて）

パンフレットダイレクトメール

会議・説明会における周知

・申請者向け 309回（約3.6万人）

制度説明会

○ 行政庁の担当官が参加する会議において、無届出物件への督促等の取組を行うよう周知

○ 申請者の参加する制度説明会において、届出対象等について周知

○ 全指定確認検査機関の建築確認の窓口に、届出の注意喚起を内容とするリーフレットを送付し、確認申請の受
理時において、届出対象物件の申請者に配布するよう依頼

○ 所管行政庁に同様のリーフレットのデータを送付し、必要に応じ、確認申請の受理時において、届出対象物件の
申請者に配布するよう依頼



届出が行われない主な理由

未届出物件に対して督促を行っている行政庁（札幌市・横浜市・倉敷市）にヒアリングし
た結果、建築主等が届出を行わない主な理由は、以下のとおり。

１ 設計者等の届出制度に対する認知不足
・主に300㎡未満の戸建住宅の設計・施工を行っている中小工務店を中心に、届出制度を知らない者が存在

２ 届出制度は認知しているものの、手続が面倒等の理由で届出を断念
・以下の理由で届出を行わない者が存在

① 省エネ計算や書類作成等に係る手続が面倒であるため、届出を断念
※ 特に、H25基準適用後、共同住宅で一次エネ計算書等の書類作成が必要となり手続が面倒となったとの意見が多い

② 基準不適合や提出期限（着工日の21日前）超過のため、届出を断念

【届出が行われない主な理由】
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説明会における制度周知や建築確認の窓口における申請者への注意喚起など、
引き続き、届出制度の周知徹底を図っていく



１．建築物省エネ法の施行状況

（３）表示制度
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建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物

この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律第36条第２項の規定に基づき、
建築物エネルギー消費性能基準に適合していると
認められます。

建築物の名称 Aビル
建築物の位置 ○県○市○○3-5
認定番号 23
認定年月日 2017年5月7日
認定行政庁 ○市
適用基準 一次エネルギー消費量基準（新築建築物）適合

建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度

＜既存建築物が基準適合していることをアピール＞

■ 既存建築物の省エネ改修をして、基準適合とした

場合のアピール

⇒行政庁による認定を受け、

基準適合認定マーク（eマーク）を表示

＜基準レベル以上の省エネ性能をアピール＞

■ 新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピール。

⇒第三者機関による評価を受け、

省エネ性能に応じて５段階で★表示

第７条ガイドライン
を踏まえたデザイン

※既存建築物でも
活用可能

※適合性判定（非住宅2000m2以上）、届出（300m2以上2000m2未満）、又は誘導基準認定（容積率特例）等の

申請書類（一次エネルギー消費量算定結果）を活用可能 23



○ 新築及び省エネ改修（※）を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合してい
る旨の所管行政庁による認定を受けることができる ※増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修

○ 認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができる

認定基準

①誘導基準に適合すること
※エネルギー消費性能基準を超えるものとして、経済産業省令・

国土交通省令で定める基準

②計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な
ものであること

③資金計画が適切であること

容積率特例

・省エネ性能向上のための設備について、通常の建築
物の床面積を超える部分を不算入（建築物の延べ面
積の１０％を上限）

＜対象設備＞
①太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を

活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの、
②燃料電池設備、
③コージェネレーション設備、④地域熱供給設備、⑤蓄熱設備、
⑥蓄電池（床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電

設備と連系するものに限る）、⑦全熱交換器

【具体的な設備例】

○コージェネレーション設備
電力の使用先でガスを使って発電し、排熱を給
湯などに有効利用することで高い総合効率を実
現するシステム

エネルギー消費性能向上計画の認定制度

24



表示制度・認定制度の施行状況について

【ＢＥＬＳ実績（H30.1末時点）】

建物種別 件数

戸建住宅 785

共同住宅 36,151

非住宅建築物 11,237

計 48,173

【基準適合認定マーク実績（H30.1末時点）】

建物種別 件数

非住宅建築物 4 

建物種別 件数

一戸建て 501

共同住宅等の住戸 6

非住宅 0

計 507

【性能向上計画認定実績（H30.1末時点）】

ＢＥＬＳ

性能向上計画認定

基準適合認定

建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物

この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律第36条第２項の規定に基づき、
建築物エネルギー消費性能基準に適合していると
認められます。

建築物の名称 Aビル
建築物の位置 ○県○市○○3-5
認定番号 23
認定年月日 2017年5月7日
認定行政庁 ○市
適用基準 一次エネルギー消費量基準（新築建築物）適合

【ＢＥＬＳ実績（累計）の推移】件数
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２．住宅・建築物の省エネ性能に関する実態等
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２．住宅・建築物の省エネ性能に関する実態等

（１）住宅・建築物の省エネ性能に関する実態

（住宅）
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平成27年度における規模別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

大規模※1

（2,000㎡以上）

中規模※1

（300㎡以上
2,000㎡未満）

小規模（300㎡未満）※２

住宅全体※３

共同 戸建

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

36% 44% 51% 46% 53% 46%

外皮基準適合率 56% 59% 59% 63% 58% 59%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0）

42% 46% 61% 46% 64% 53%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

14% 17% 31% 17% 34% 24%

※３：各セグメントの着工戸数比率より加重平均して補正

※１：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）

※２：アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対する無届出物件の適合率の反映により補正したもの
また、戸建住宅について、事業者規模別の供給シェアで加重平均して補正したもの（戸数ベース）

外皮基準 ：戸単位
一次エネ基準：戸単位
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平成27年度における規模別・構造別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

木造 S造 RC造等 合計

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

85% 60% 35% 36%

外皮基準適合率 85% 70% 56% 56%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0） 85% 63% 42% 42%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

0% 32% 14% 14%

○大規模（2,000㎡以上）

※：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）

外皮基準 ：戸単位
一次エネ基準：戸単位
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平成27年度における規模別・構造別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

木造 S造 RC造等 合計

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

41% 60% 27% 44%

外皮基準適合率 73% 70% 34% 59%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0） 41% 61% 31% 46%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

10% 30% 8% 17%

○中規模（300㎡以上2,000㎡未満）

※：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）

外皮基準 ：戸単位
一次エネ基準：戸単位
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平成27年度における規模別・構造別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

○小規模（300㎡未満）

木造 S造 RC造等 合計

共同 戸建 共同 戸建 共同 戸建 共同 戸建

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

50% 45% 51% 54% 46% 55% 14% 35% 10% 51% 46% 53%

外皮基準適合率 59% 63% 58% 58% 63% 57% 17% 49% 11% 59% 63% 58%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0）

59% 45% 62% 64% 46% 67% 31% 45% 29% 61% 46% 64%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

27% 15% 29% 38% 18% 42% 3% 10% 1% 31% 17% 34%

外皮基準 ：戸単位
一次エネ基準：戸単位

※：アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対する無届出物件の適合率の反映により補正したもの
また、戸建住宅について、事業者規模別の供給シェアで加重平均して補正したもの（戸数ベース）
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規模別・構造別の戸数割合

※：平成27年度建築着工統計調査より

大規模
（2,000㎡以上）

中規模
（300㎡以上

2,000㎡未満）

小規模（300㎡未満）

共同 戸建

木造
30戸 75,033戸 417,441戸 62,445戸 354,996戸

（0.1％） （31.4％） （84.6％） （66.0％） （89.1％）

S造
2,374戸 80,724戸 68,390戸 29,208戸 39,182戸

（1.9％） （33.8％） （13.9％） （30.8％） （9.8％）

RC造等
124,997戸 83,109戸 7,113戸 3,017戸 4,096戸

（98.1％） （34.8％） （1.4％） （3.2％） （1.0％）

合計
127,401戸 238,866戸 492,944戸 94,670戸 398,274戸

（100％） （100％） （100％） （100％） （100％）
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戸建住宅における事業者規模別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

戸建住宅全体

着工戸数

4戸以下

省エネ基準適合率
（BEI：1.0）

53% 39%

外皮基準適合率 58% 44%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0） 64% 61%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

34% 27%

※：アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対す
る無届出物件の適合率の反映により補正したもの（戸数ベース）

○戸建住宅（300㎡未満）全体
○年間着工戸数４戸以下の事業者の戸建住宅

○年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する事業者※1

の建売戸建住宅

※１：住宅トップランナー制度において勧告対象となりうる事業者
（平成26年度において、45事業者・54,669戸）

※２：一次エネ基準適合率に「戸建住宅全体の一次エネ基準適合率に
対する省エネ基準適合率の割合」を乗じて補正したもの

年間150戸以上の

建売戸建住宅を

供給する事業者

省エネ基準適合率※2

（BEI：1.0）
88%

外皮基準適合率 －

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0） 99%

誘導基準適合率※2

（BEI：0.9）
86%

※：国土交通省への報告結果（平成26年度における基準適合率）



利用関係別の省エネ基準への適合率

○ 共同住宅（ＲＣ造）は、分譲住宅の方が賃貸住宅に比べ、適合率が高い。

○ 戸建住宅は、注文住宅の方が建売住宅に比べ、適合率が高い。

大規模 共同住宅(RC造)※1

（2,000㎡以上）
【26,136戸】

中規模 共同住宅(RC造)※1

（300㎡以上 2,000㎡未満）
【6,272戸】

小規模 戸建住宅※2

（300㎡未満）
【58,893戸】

分譲
【22,943戸】

賃貸
【3,193戸】

分譲
【1,064戸】

賃貸
【5,208戸】

注文
【48,273戸】

建売
【10,320戸】

省エネ基準適合率 38% 21% 36% 24% 11% 13% 54% 43% 53%

外皮基準適合率 58% 35% 55% 32% 16% 19% 59% 52% 58%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0）

43% 38% 42% 45% 40% 41% 65% 58% 64%

※ 2 アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対する無届出物件の適合率の反映により補正。さらに、事業者規模別の供給シェアで加重平
均して補正（戸数ベース）。

※ 1 アンケート結果について、ＲＣ造の共同住宅のみを抽出。適合率については、規模別の適合率が届出結果を補正した適合率と一致するように補正したもの。

※ 3 【】内の数値は、アンケートの有効回答に係る戸数
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○ 大規模共同住宅、中規模共同住宅ともに、住戸規模が小さい方が適合率が低い。

※ 届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が監督を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの(面積ベース）
※ 【】内の数値は、届出物件の住宅部分の面積の合計

住戸規模別の省エネ基準への適合率

大規模 共同住宅
（2,000㎡以上）

【7.7百万㎡】

中規模 共同住宅
（300㎡以上 2,000㎡未満）

【7.9百万㎡】

住戸規模
30㎡未満
【0.8百万㎡】

住戸規模
30㎡以上
【6.9百万㎡】

住戸規模
30㎡未満
【1.4百万㎡】

住戸規模
30㎡以上
【6.5百万㎡】

省エネ基準適合率 15% 38% 36% 28% 47% 44%

外皮基準適合率 29% 60% 56% 40% 64% 59%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0）

18% 45% 42% 29% 48% 46%



○ 大規模共同住宅（ＲＣ造）は、併用住宅の方が専用住宅に比べ、適合率が高い。

○ 中規模共同住宅（ＲＣ造）は、専用住宅/併用住宅別で適合率に大きな差異はない。

専用住宅/併用住宅別の省エネ基準への適合率

大規模 共同住宅（RC造）

（2,000㎡以上）
【7.5百万㎡】

中規模 共同住宅（RC造）

（300㎡以上 2,000㎡未満）
【2.6百万㎡】

専用
【7.1百万㎡】

併用
【0.37百万㎡】

専用
【2.4百万㎡】

併用
【0.15百万㎡】

省エネ基準適合率 34% 53% 35% 27% 24% 27%

外皮基準適合率 55% 69% 56% 34% 34% 34%

一次エネ基準適合率
（BEI：1.0）

41% 54% 42% 31% 28% 31%

※ 届出結果について、ＲＣ造の共同住宅のみを抽出。適合率については、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が監督を行い届出をさせたものの基準適合
率とみなして補正したもの(面積ベース）

※ 【】内の数値は、届出物件の住宅部分の面積の合計

※ 併用住宅の適合率については、住宅部分のみの省エネ基準への適合状況を表したもの
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○ 地域区分別の適合率については、省エネ基準適合率と外皮基準適合率は同様の傾向を示しており、２地

域、７地域、８地域で適合率が低い。

○ 一次エネルギー基準適合率は、１地域、５地域、６地域で適合率が低い。

地域区分別の住宅の省エネ基準への適合率

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
全
国

省エネ基準

適合率
47% 36% 53% 53% 50% 46% 45% 44% 46%

外皮基準
適合率

64% 49% 62% 64% 64% 58% 51% 48% 59%

一次エネ基準
適合率
（BEI：1.0）

52% 61% 62% 58% 56% 53% 59% 59% 53%

適合率が全国平均以上 適合率が全国平均より低い

※３：大規模・中規模・小規模の各セグメントの着工戸数比率より加重平均して補正

住宅全体※1
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地域区分別の省エネ基準への適合率
適合率が全国平均以上 適合率が全国平均より低い

※１：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）

※２：アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対する無届出物件の適合率の反映により補正したもの。さらに、事業者規模別の供
給シェアで加重平均して補正したもの（戸数ベース） 。

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 全国

省エネ基準適合率 85% 57% 77% 42% 36% 34% 40% 35% 36%

外皮基準適合率 85% 76% 77% 61% 65% 55% 42% 54% 56%

一次エネ基準適合率 85% 62% 77% 50% 43% 39% 56% 48% 42%

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 全国

省エネ基準適合率 32% 20% 53% 57% 48% 42% 42% 40% 44%

外皮基準適合率 71% 41% 70% 72% 69% 57% 52% 41% 59%

一次エネ基準適合率 33% 22% 54% 58% 48% 44% 47% 52% 46%

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 全国

省エネ基準適合率 48% 38% 47% 55% 57% 53% 49% 48% 53%

外皮基準適合率 54% 43% 52% 62% 61% 59% 51% 50% 58%

一次エネ基準適合率 58% 87% 64% 64% 66% 63% 68% 66% 64%

大規模（2,000㎡以上）

中規模（300㎡以上2,000㎡未満）

小規模（300㎡未満）
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省エネ基準適合率の推移
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44

2015

（52）

（40）

大規模
中規模

無届出物件の基準適合率を所管
行政庁が督促を行い届出をさせたも
のの基準適合率とみなして集計

大規模
中規模

2014年度までと同様、無届出物件
の基準適合率を届出のあったもの
の基準適合率とみなして集計

大規模（2,000㎡以上）

中規模（300㎡以上2,000㎡未満）

無届出物件の基準適合率を届出のあったものの基準適合率
とみなし集計

全体推計
住宅の断熱水準別戸数分布調査による推計値（戸数の割合）

2015年4月より平成25年基準（外皮

基準に加え一次エネ基準も適用）が
全面施行



新築住宅における基準適合率の補正に係る考え方① （届出対象物件）

○ 届出対象となる３００㎡以上の住宅の基準適合率は、

① 届出のあった物件は、届出に係る計画から得られる基準適合率

② 届出のなかった物件は、一部の所管行政庁において督促を行い届出をさせた

ものの基準適合率

を届出率をもとに加重平均して補正。

考え方

平成27年度における届出率と督促物件の基準適合率

※横浜市、札幌市、倉敷市において督促を行い届出をさせた物件の基準適合率

届出物件の

省エネ基準適合率
届出率 督促物件の基準適合率※

大規模（2,000㎡以上） 39.9% 82.2% 17.0%

中規模（300㎡以上2,000㎡未満） 52.2% 66.0% 27.0%

補正後の省エネ基準適合率

大規模（2,000㎡以上） 36% ＝ 39.9% × 82.2% ＋ 17.0% ×（1 － 82.2%）

中規模（300㎡以上2,000㎡未満） 44% ＝ 52.2% × 66.0% ＋ 27.0% ×（1 － 66.0%）
40



平成28年度「住宅の省エネ性能に係るアンケート調査」の概要

事業者属性
発送数

（A）
送達数
（B）

回答数（C） 回収率（C/B）

うち有効票※1 うち実績０棟※2 うち有効票※

大手ハウスメーカー等 21 21 16 12 (61,586戸) 0 76.2% 57.1%

年間実績５棟以上 9,811 9,474 1,615 848 (34,473戸) 154 17.0% 9.0%

年間実績５棟未満 30,196 27,862 5,768 1,518 (5,117戸) 2,886 20.7% 5.4%

合計 40,028 37,357 7,399 2,378 (101,176戸) 3,041 19.8% 6.4%

※1 300㎡未満の住宅について省エネ性能を算定することができた事業者数・住戸数
なお、平成27年度の300㎡未満の住宅の全着工戸数は518,901戸であり、全着工戸数に占める調査対象住戸数の割合は、19.5%(＝101,176戸/518,901戸)

○ 住宅を建設している事業者（約40,000社）を対象に、調査票を送付。

※ 平成24年度・平成25年度に住宅に係る確認申請を行っている事業者等を対象。
※ 大手ハウスメーカー等については、関係業界団体を通じてメールにより調査票を配布。

他の事業者については、調査事務局より直接、調査票を郵送するとともに、関係業界団体より、会員の事業者に協力依頼。

１．調査方法

○ 平成28年11月30日：調査票発送 → 平成28年12月22日：調査票提出期限

２．調査時期

○ 平成27年度に着工した住宅に係る属性（規模・建て方・構造）別・建設地域別の以下の内容

①着工数 ②部位（屋根又は天井、外壁、床又は基礎、窓）別の仕様

③設備（暖冷房、換気、給湯、照明、太陽光発電）別の仕様

３．調査内容

４．調査票の回収状況

※2 平成27年度においては住宅を供給していない事業者の数 41
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新築住宅における基準適合率の補正に係る考え方② （届出対象外物件）

○ アンケート調査に基づく300㎡未満の住宅の基準適合率については、アンケート調査で得られた素データに以下の
補正を行った。

Ｓ

考え方①

①アンケート調査結果と届出結果との比較による補正

②届出結果における無届出物件の適合率の反映による補正

アンケート調査結果に乗じる補正係数

アンケート調査結果 届出結果 補正係数①

戸建住宅（300㎡以上2000㎡未満）
省エネ基準適合率 87.1% 72.1% 0.83

誘導基準適合率 79.9% 51.1% 0.64

共同住宅（300㎡以上2000㎡未満）
省エネ基準適合率 93.4% 51.2% 0.55

誘導基準適合率 89.3% 19.6% 0.22

無届出物件に関する補正前後の基準適合率
補正係数②

補正前 補正後

戸建住宅（300㎡以上2000㎡未満）
省エネ基準適合率 72.1%※1 56.8%※2 0.79

誘導基準適合率 51.1%※1 40.3%※2 0.79

共同住宅（300㎡以上2000㎡未満）
省エネ基準適合率 51.2%※1 43.0%※2 0.84

誘導基準適合率 19.6%※1 16.4%※2 0.84

戸建住宅
省エネ基準適合率 0.65 （ ＝ 0.83 × 0.79）

誘導基準適合率 0.50 （ ＝ 0.64 × 0.79）

共同住宅
省エネ基準適合率 0.46 （ ＝ 0.55 × 0.84）

誘導基準適合率 0.18 （ ＝ 0.22 × 0.84）

※1:届出に係る計画から得られる基準適合率
※2：①届出のあった物件は届出に係る計画から得られる基準適合率（72.1%）、②届出のなかった物件は督促物件の基準適合率（27.0%）

とし、届出率（66.0%）をもとに加重平均して補正 【56.8% = 72.1% × 66.0% ＋ 27.0% ×（1 – 66.0%）】

・届出結果において無届出物件の適合率の反映による全体の適合率の低下を反映するため、適合率の下降率を乗じる。

・アンケート調査結果が届出結果より相対的に上振れする傾向があるため、同一セグメントにおける「アンケート調査結果に基
づく基準適合率」に対する「届出結果に基づく基準適合率」の割合を乗じる。

※外皮基準適合率・一次エネ基準適合率に係る補正係数については、省エネ基準適合率と同様、アンケート調査結果及び届出結果におけるそれぞれの適合率等を踏まえ、別途算出。
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新築住宅における基準適合率の補正に係る考え方② （届出対象外物件）

○ 戸建住宅について、事業者規模別の供給シェアで加重平均して補正。Ｓ

考え方②

戸建住宅に係る事業者規模別の供給シェア

年間供給戸数 1～4戸 5～49戸 50～299戸 300戸以上

供給シェア 13.9％ 28.1％ 17.5％ 40.4％

※平成24年度の瑕疵担保履行法に基づく届出、住宅瑕疵担保責任保険の加入実績等による
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※１：届出結果（面積ベース） ※２：アンケート結果（戸数ベース）

大規模※1

（2,000㎡以上）

中規模※1

（300㎡以上
2,000㎡未満）

小規模（300㎡未満）※２

共同 戸建

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

40% 52% 84% 99.4% 81%

外皮基準適合率 65% 76% 89% 99.8% 87%

一次エネ基準適合率
（BEI：１．０）

48% 55% 93% 99.6% 91%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

16% 21% 73% 97% 68%

届出結果及びアンケート結果①

平成27年度における規模別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）
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○大規模（2,000㎡以上）

※：届出結果（面積ベース）

平成27年度における規模別・構造別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

届出結果及びアンケート結果②

○中規模（300㎡以上2,000㎡未満）

木造 S造 RC造等 合計

棟数 5,792棟 6,043棟 3,044棟 14,879棟

戸数 47,201戸 58,661戸 56,250戸 162,112戸

（戸数割合） （29.1％） （36.2％） （34.7％） （100％）

省エネ基準適合率（BEI：１．０） 48% 77% 39.2% 52%

外皮基準適合率 97% 92% 64.5% 76%

一次エネ基準適合率（BEI：１．０） 49% 79% 46.9% 55%

誘導基準適合率（BEI：０．９） 12% 38% 15.6% 21%

木造 S造 RC造等 合計

棟数 2棟 24棟 1,311棟 1,347棟

戸数 92戸 2,119戸 99,168戸 101,379戸

（戸数割合） （0.1％） （2.1％） （98.8％） （100％）

省エネ基準適合率（BEI：１．０） 100% 69% 39% 40%

外皮基準適合率 100% 82% 65% 65%

一次エネ基準適合率（BEI：１．０） 100% 73% 479% 48%

誘導基準適合率（BEI：０．９） 0% 38% 16% 16%
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※：アンケート結果（戸数ベース）

○小規模（300㎡未満）

木造 S造 RC造等 合計

共同 戸建 共同 戸建 共同 戸建 共同 戸建

戸数 45,069戸 6,176戸 38,893戸 50,848戸 31,386戸 19,462戸 396戸 158戸 238戸 96,313戸 37,720戸 58,593戸

（戸数割合） （46.8％） （6.4％） （40.4％） （52.8％） （32.6％） （20.2％） (0.4％) （0.2％） （0.2％） （100％） （39.2％） （60.8％）

省エネ基準適合率

（BEI：１．０）
81% 97% 78% 87% 100% 85% 25% 75% 15% 84% 99% 81%

外皮基準適合率 89% 99% 87% 88% 100% 85% 26% 79% 17% 89% 99.8% 87%

一次エネ基準適合率

（BEI：１．０）
90% 98% 88% 97% 100% 96% 50% 97% 41% 93% 99.6% 91%

誘導基準適合率
（BEI：0.9）

62% 83% 59% 87% 100% 85% 12% 58% 3% 73% 97% 68%

平成27年度における規模別・構造別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

届出結果及びアンケート結果③
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• 日本の世帯あたりの消費量は、アメリカの半分、ドイツ他欧州各国の２/３程度.
• 日本の暖房の消費量は特に小さい.他国は長時間暖房する習慣であるのに対し、日本は居室にいると

きだけ暖房する間歇暖房が主流.
• 一方で照明・家電の消費量は他国に比べて大きいのが特徴.

家庭用 用途別エネルギー消費量の国際比較
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Household energy consumption by end-use 
[GJ/household/year]

space heating hot water cooking
lighting appliances lighting&appliances
space cooling others

出所：各種資料を基に、住環境計画研究所作成

注）米国： “その他”には、“調理・照明・家電“が含まれる。
韓国：“その他”には、家電とその他が含まれる。

図1．家庭用 用途別エネルギー消費原単位の国際比較（二次エネルギー換算）
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２．住宅・建築物の省エネ性能に関する実態等

（１）住宅・建築物の省エネ性能に関する実態

（建築物（住宅以外））

48
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平成27年度における規模別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

大規模※1

（2000㎡

以上）

中規模※1

（300㎡以上

2000㎡未満）

小規模※2

（300㎡未満）
非住宅全体※3

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

97% 94% 69% 93%

外皮基準適合率 98% 94% － －

一次エネ基準適合率
（BEI：１．０） 99% 94% 69% 94%

誘導基準適合率
（BEI：０．８）

59% 52% 11% 51%

※１：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）

※２：アンケート結果について、①届出結果との比較、②届出結果に対する無届出物件の適合率の反映により補正したもの（棟数ベース）
平成28年度における基準適合率

※３：各セグメントの着工面積比率（大規模 61%、中規模 27%、小規模 12%）より加重平均して補正
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平成27年度における規模別・用途別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

事務所

等

ホテル

等
病院等

物販

店舗等
学校等

飲食店

等

集会所

等
工場等 合計

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

99% 91% 97% 92% 98% 93% 84% 99% 97%

外皮基準適合率 99% 91% 99% 92% 98% 93% 85% 99% 98%

一次エネ基準適合率
（BEI：１．０） 99% 99% 97% 99% 99% 99% 93% 99% 99%

誘導基準適合率
（BEI：０．８）

64% 61% 28% 48% 51% 50% 38% 70% 59%

○大規模（2000㎡以上）

※：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が督促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）
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平成27年度における規模別・用途別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

事務所

等

ホテル

等
病院等

物販

店舗等
学校等

飲食店

等

集会所

等
工場等 合計

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

94% 93% 94% 93% 94% 82% 91% 94% 94%

外皮基準適合率 95% 93% 95% 93% 95% 84% 92% 95% 94%

一次エネ基準適合率
（BEI：１．０） 95% 95% 94% 94% 95% 90% 94% 94% 94%

誘導基準適合率
（BEI：０．８）

66% 70% 39% 24% 46% 40% 72% 60% 52%

○中規模（300㎡以上2000㎡未満）

※：届出結果について、無届出物件の基準適合率を所管行政庁が催促を行い届出をさせたものの基準適合率とみなして補正したもの（面積ベース）
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省エネ基準適合率の推移

平成11年［1999年］基準

（単位：％）

34 34 35

50

70
74

85 87 85 83 85 88 85
93 93

53 
59 

69 
64 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

平成25年[2013年]基準

97

94

2015

96

75

2014
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の届出対象を拡大
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の届出を義務付け

（76）

（95）

大規模（2,000㎡以上）

中規模（300㎡以上2,000㎡未満）

無届出物件は不適合とみなして集計

大規模
中規模

無届出物件の基準適合率を所管
行政庁が督促を行い届出をさせたも
のの基準適合率とみなして集計

大規模
中規模

2014年度までと同様、無届出物件
は不適合とみなして集計

2015
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新築建築物における基準適合率の補正に係る考え方① （届出対象物件）

○ 届出対象となる３００㎡以上の建築物の基準適合率は、

① 届出のあった物件は、届出に係る計画から得られる基準適合率

② 届出のなかった物件は、一部の所管行政庁において督促を行い届出をさせた

ものの基準適合率

を届出率をもとに加重平均して補正。

考え方

平成27年度における届出率と督促物件の基準適合率

※横浜市、札幌市、倉敷市において督促を行い届出をさせた物件の基準適合率

届出物件の

省エネ基準適合率
届出率

督促物件の

省エネ基準適合率※

大規模（2000㎡以上） 97.7% 97.4%
79.0%

中規模（300㎡以上2000㎡未満） 97.8% 77.4%

補正後の省エネ基準適合率

大規模（2000㎡以上） 97% ＝ 97.7% × 97.4% ＋ 79.0% ×（1 - 97.4%）

中規模（300㎡以上2000未満） 94% ＝ 97.8% × 77.4% ＋ 79.0% ×（1 – 77.4%）



平成28年度「非住宅建築物の省エネ性能に係るアンケート調査」の概要

○ 指定確認検査機関において、300㎡未満の非住宅建築物の確認申請受理時に、申請者に

返信用封筒とともに、調査票を配布。

１．調査方法

○ 平成28年11月21日～平成29年2月28日 （100日間）

２．調査時期

○ 確認申請に係る建築物についての以下の内容

①部位（外壁、窓）別の仕様

②設備（暖冷房、給湯、照明、太陽光発電）別の仕様

３．調査内容

【配布件数】 2,477件

【回答件数】 472件（うち有効回答数：328件）

※有効回答率：13.2%（328件／2,477件）

４．調査票の回収状況

54
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新築建築物における基準適合率の補正に係る考え方② （届出対象外物件）

○ アンケート調査に基づく300㎡未満の非住宅建築物の基準適合率については、アンケート調査で得られた素データ
に以下の補正を行った。

・アンケート調査結果が届出結果※より相対的に上振れする傾向があるため、同一セグメントにおける「アン
ケート調査結果に基づく基準適合率」に対する「届出結果に基づく基準適合率」の割合を乗じる。

○ 非住宅建築物は、届出対象（300㎡以上）に係るアンケート調査を実施していないため、300㎡以上の戸建
住宅における数値を用いて補正を行う。

・届出結果において無届出物件の適合率の反映による全体の適合率の低下を反映するため、適合率の低下率を乗じる。

Ｓ

考え方

アンケート調査結果 【A】 届出結果 【B】 補正係数① 【B/A】

戸建住宅（300㎡以上2000㎡未満） 省エネ基準適合率 87.1% 72.1% 0.83

無届出物件に関する補正前後の基準適合率
補正係数② 【B/A】

補正前 【A】 補正後 【B】

中規模建築物（300㎡以上2000㎡未満） 省エネ基準適合率 97.8%※1 93.6%※2 0.96

①アンケート調査結果と届出結果との比較による補正

②届出結果における無届出物件の適合率の反映による補正

0.79（ ＝ 0.83 × 0.96 ）

アンケート調査結果に乗じる補正係数

※1:届出に係る計画から得られる基準適合率
※2：①届出のあった物件は届出に係る計画から得られる基準適合率（97.8%）、②届出のなかった物件は督促物件の基準適合率（79.0%）

とし、届出率（77.4%）をもとに加重平均して補正 【93.6% = 97.8% × 77.4% ＋ 79.0% ×（1 – 77.4%）】

※:届出に係る計画から得られる基準適合率
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届出結果及びアンケート結果（補正前の素データ）①

平成27年度における規模別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

※１：届出結果（面積ベース）
※２：アンケート結果（棟数ベース） 平成28年度における基準適合率

大規模※1

（2000㎡

以上）

中規模※1

（300㎡以上

2000㎡未満）

小規模※2

（300㎡未満）
非住宅全体※3

省エネ基準適合率
（BEI：１．０）

98% 98% 87% 96%

外皮基準適合率 98% 99% － －

一次エネ基準適合率
（BEI：１．０）

99% 99% 87% 98%

誘導基準適合率
（BEI：０．８）

59% 54% 13% 52%

※３：各セグメントの着工面積比率（大規模 61%、中規模 27%、小規模 12%）より加重平均して補正
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○大規模（2000㎡以上）

事務所等 ホテル等 病院等
物販

店舗等
学校等 飲食店等 集会所等 工場等 合計

棟数 561棟 113棟 416棟 373棟 264棟 17棟 123棟 954棟 2821棟

床面積 6,502,182㎡ 653,374㎡ 2,429,384㎡ 2,174,164㎡ 1,749,555㎡ 87,319㎡ 629,895㎡ 7,758,864㎡ 21,984,737㎡

省エネ基準適合率（BEI：１．０） 99% 91% 97% 93% 99% 93% 84% 99% 98%

外皮基準適合率 100% 92% 100% 93% 99% 93% 85% 100% 98%

一次エネ基準適合率（BEI：１．０） 99% 100% 97% 100% 100% 100% 94% 100% 99%

誘導基準適合率（BEI：０．８） 64% 61% 28% 48% 51% 50% 38% 70% 59%

平成27年度における規模別・用途別の基準適合率（省エネ基準・誘導基準）

○中規模（300㎡以上2000㎡未満）

事務所等 ホテル等 病院等
物販

店舗等
学校等 飲食店等 集会所等 工場等 合計

棟数 2,057棟 175棟 1,499棟 1,100棟 937棟 303棟 472棟 3,060棟 9,603棟

床面積 1,491,062㎡ 142,476㎡ 1,248,255㎡ 1,048,780㎡ 806,056㎡ 157,357㎡ 406,435㎡ 2,422,238㎡ 7,722,659㎡

省エネ基準適合率（BEI：１．０） 99% 97% 99% 97% 99% 83% 94% 99% 98%

外皮基準適合率 99% 98% 100% 97% 100% 86% 96% 100% 99%

一次エネ基準適合率（BEI：１．０） 99% 99% 99% 99% 99% 93% 98% 99% 99%

誘導基準適合率（BEI：０．８） 69% 73% 40% 25% 48% 41% 75% 63% 54%

※：届出結果（面積ベース）

届出結果及びアンケート結果（補正前の素データ） ②



２．住宅・建築物の省エネ性能に関する実態等

（２）設計者等の省エネ計算等への対応の現状
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・実施期間 2017年11月20日～11月30日 334人
（12月追加12人） 計346人

・アンケート依頼者 建築士会関東ブロック（１０都県）
各建築士会の役員・委員

・都県別の母数と回答数及び割合

アンケートの概要
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都県
単一建築士会

関ブロ各士会
役員・委員概数
（重複除く）/人

回答数/人 回答率 備考

東京建築士会 210 64 30.5%

長野建築士会 100 62 62.0% 依頼は理事、青年、女性委員のみ

群馬建築士会 100 26 26.0%

山梨建築士会 70 26 37.1%

神奈川建築士会 110 17 15.5%

栃木建築士会 110 29 26.4%

埼玉建築士会 110 38 34.5%

茨城建築士会 85 43 50.6%

新潟建築士会 75 18 24.0%

千葉建築士会 50 23 46.0% 依頼は理事、青年、女性委員のみ

合計 1020 346 33.9%

配布が遅く周知していなかった

第４回研究会
（公社）日本建築士会連合会

発表資料（抜粋）



60

その他の意見は別紙参照

義務化は大事なことだと思う

建築の多様性等を壊すことになるので反対

基準や方向性をしめすだけでよいのではと思う

第４回研究会
（公社）日本建築士会連合会

発表資料（抜粋）
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第４回研究会
（公社）日本建築士会連合会

発表資料（抜粋）
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第４回研究会
（公社）日本建築士会連合会

発表資料（抜粋）



省エネ基準等への習熟状況

63

○ 今回のアンケート結果によると、省エネ基準や建築物省エネ法への習熟状況につ
いて、年齢層別に顕著な傾向は見受けられない。

（省エネ基準や建築物省エネ法を知っているか）

13%

17%

8%

18%

57%

55%

64%

63%

23%

22%

26%

17%

6%

6%

2%

2%

20代・30代
n=47

40代
n=109

50代
n=90

60代

以上
n=100

熟知している 一応知っている なんとなく知っている どのような内容か知らない

（公社）日本建築士会連合会が実施した
アンケートをもとに分析



○ 今回のアンケート結果によると、今後省エネ基準への適合が義務化された場合に
省エネ計算に対応可能と回答した建築士の割合は若年層ほど高い傾向。

省エネ計算等への対応可能性

64

（今後省エネ基準への適合が義務化された場合に省エネ計算に対応可能か）

59%

58%

44%

42%

16%

13%

23%

28%

3%

2%

5%

5%

5%

4%

4%

8%

16%

21%

24%

18%

20代・30代
n=47

40代
n=109

50代
n=90

60代

以上
n=100

問題なく対応できる 外皮性能だけなら対応できる

一次エネルギーだけなら対応できる 住宅を設計または施工していない

対応することは難しい

（公社）日本建築士会連合会が実施した
アンケートをもとに分析



○ 今回のアンケート結果によると、全ての新築の住宅・建築物に省エネ基準への適
合を義務化することについて、年齢層別に顕著な傾向は見受けられない。

65

（全ての新築の住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化することについてどう考えるか）

省エネ基準への適合義務化への見解

30%

26%

21%

24%

53%

50%

52%

61%

4%

7%

6%

1%

13%

17%

21%

14%

20代・30代
n=47

40代
n=109

50代
n=90

60代

以上
n=100

義務化は大事なことだと思う 基準や方向性を示すだけでよいとのでは思う

その他 建築の多様性等を壊すことになるので反対

（公社）日本建築士会連合会が実施した
アンケートをもとに分析



住宅省エネルギー技術講習の受講状況

66

○ 今回のアンケート結果によると、住宅省エネルギー技術講習会（設計者講習会）
を受けていないと回答した建築士の割合は若年層ほど高い傾向。

（住宅省エネルギー技術講習会※ （設計者講習会）を受講したことがあるか）

35%

34%

24%

22%

3%

2%

0%

1%

49%

47%

64%

52%

14%

17%

12%

25%

20代・30代
n=47

40代
n=109

50代
n=90

60代

以上
n=100

受けていない すでに省エネ計算をしっているので受ける必要がない 受けた 2回以上受けた

※地域の木造住宅生産を担う中小工務店の設計者等への省エネ技術の浸透を図るため、国土交通省の補助事業
により平成24年度から行われている講習会

（公社）日本建築士会連合会が実施した
アンケートをもとに分析



67

目的
２０１６年7月の省エネ住宅基準適用が２０２０
年に義務化される予定、会員事務所及び単位会として
どの程度の対応を検討しているのか、会員事務所と単
位会とに分け、その結果を集計した。
以上の結果を踏まえ省エネ住宅への対策について検討
する資料とした。

◇ 低炭素化・省エネ化対応に関する会員事務所へ
のアンケ-ト調査

第４回研究会
（一社）建築士事務所協会会連合会

発表資料（抜粋）
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第４回研究会
（一社）建築士事務所協会会連合会

発表資料（抜粋）
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第４回研究会
（一社）建築士事務所協会会連合会

発表資料（抜粋）



大規模（2000㎡以上） 中規模（300㎡以上2000㎡未満）

住
宅

非
住
宅
建
築
物

届出書の作成・提出の担い手

○ 行政庁（地方圏大都市、首都圏大都市）にヒアリングしたところ、平成29年４月から12月ま
でに届け出られた物件に係る届出書の作成・提出の担い手の概ねの割合は、以下のとおり。

○ 設計者以外の省エネ計算代行業者が届出書の作成・提出を行っている物件が相当数存在。

建築主
意匠

設計者
設備

設計者
省エネ計算
代行業者

地方圏
大都市

１割程度 ４割程度 ２割程度 ３割程度

首都圏
大都市

ほぼ無し ３割程度 １割程度 ６割程度

建築主
意匠

設計者
設備

設計者
省エネ計算
代行業者

地方圏
大都市

ほぼ無し ３割程度 ２割程度 ５割程度

首都圏
大都市

ほぼ無し ５割程度 １割程度 ４割程度

建築主
意匠

設計者
設備

設計者
省エネ計算
代行業者

地方圏
大都市

ほぼ無し ５割程度 ３割程度 ２割程度

首都圏
大都市

ほぼ無し ４割程度 １割程度 ５割程度

最も割合の多い者
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３．住宅・建築物の省エネ基準への適合率の向上等
に係る課題等
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着工棟数とエネルギー消費量との関係

※非住宅の平均エネルギー原単位890MJ/m2･年
住宅の平均エネルギー原単位369MJ/m2･年として推計

2,000㎡以上の非住宅（特定建築物）は、新築着工棟数は約2,964棟（全体約498,800棟の0.6%）と少ないものの、
一棟当たりエネルギー消費量が大きいことから、エネルギー消費量では全体の33.7%を占める。

【出典】平成27年度建築着工統計調査（推計）
【出典】2016エネルギー・経済統計要覧、平成27年度建築着工統計より

エネルギー消費量（新築フロー）【推計】

非住宅
2000㎡以上

非住宅
300～2000㎡

非住宅
300㎡未満

住宅
300㎡未満

住宅
2000㎡以上

住宅
300～2000㎡

28.5%

300㎡未満

37.8%

基準適合
義務化対象

33.7%

特定建築物

届出対象建築物

33.7%
31.0%

6.8%
5.8%

14.9%7.8%

特定建築物

規模別着工棟数

基準適合
義務化対象

0.6%
(2,964棟） 7.5%

（37,485棟）

届出対象建築物

7.8%

非住宅
300㎡未満

住宅
300㎡未満

84.1%

300㎡未満

91.9%
（458,367棟）

住宅
2000㎡以上

0.4%

非住宅
300～2000㎡

2.6%

住宅
300～2000㎡

4.5%

住宅トップランナー

大手戸建分譲事業者※

が供給する住宅

約10%
(約5万棟）

住宅トップランナー

約4%

※年間150戸以上供給する事業者
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フロー(新築)※1 建築物ストック※2

床
面
積

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

非住宅建築物のストックの状況

○非住宅建築物（法人）の規模別ストック床面積は、2,000㎡以上の非住宅建築物は
全体の66.6％、200 ㎡以上2,000 ㎡未満の非住宅建築物は全体の28.9％を占める。

68.6%
(57億3,888万㎡）

住宅合計

非住宅合計

31.4%
(26億2,878万㎡)

非住宅【公共】

7.7%
(6億4,720万㎡）

23.7%
（19億8,158万㎡）

非住宅【法人】

4.4%
(9,201万㎡）

200㎡未満

66.6%
(13億7,983万㎡)

2,000㎡以上

28.9%
（5億9,876万㎡）

200㎡以上
2,000㎡未満

非住宅建築物（法人）
規模別ストック【床面積】

66.0%
(7,195万㎡）

住宅合計

非住宅合計

34.0%
(3,707万㎡）

20.7%
（2,257万㎡）

非住宅【2000 ㎡ 以上】

9.2%
（998万㎡）

非住宅
【300㎡以上2,000㎡未満】

4.1%
（452万㎡）

非住宅
【300㎡未満】

45.9%
（5,000万㎡）

住宅【300㎡未満】

11.5%
（1,255万㎡）

住宅
【300㎡以上

2,000㎡未満】
8.6%
（940万㎡）

住宅
【2000 ㎡ 以上】

47.5%
(2,118 PJ）

住宅合計

非住宅合計

52.5%
(2,340 PJ)

非住宅【公共】

12.9%
(576 PJ）

39.6%
（1,764 PJ）

非住宅【法人】

44.6%
(27 PJ）

住宅合計

55.4%
(33 PJ）

非住宅合計

33.7%
（20 PJ）

非住宅【2000 ㎡ 以上】

14.9%
（9 PJ）

非住宅
【300㎡以上2,000㎡未満】

6.8%
（4 PJ）

非住宅
【300㎡未満】

31.0%
（18 PJ）

住宅【300㎡未満】

7.8%
（5 PJ）

住宅
【300㎡以上2,000㎡未満】

5.8%
（4 PJ）

住宅
【2000 ㎡ 以上】

※２ 出典：平成29年度建築物ストック統計＊（国土交通省 建設経済統計調査室）

※１ 出典：平成27年度建築着工統計（国土交通省 建設経済統計調査室）
＊建築物ストック統計の情報元：

｢平成25 年住宅・土地統計調査｣より推計（H29.1.1現在） 、｢平成25 年法人土地・建物基本調査｣より推計（H29.1.1現在）、
｢国有財産一件別情報｣の集計値（H28.3.31時点）、｢公共施設状況調｣の集計値（H27年度調査時点）

※３ 非住宅の平均エネルギー原単位890MJ/m2･年、住宅の平均エネルギー原単位369MJ/m2･年として推計

※３
PJ：ペタジュール PJ：ペタジュール
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省エネ基準に適合させるために必要な追加的コストの試算例（建築物）

建物概要※1
基準適合させるための

追加措置※2 追加的コスト
総建設費※3に占める

追加的コストの割合

光熱費の

低減額※4 回収期間

大規模

事務所

（10,358㎡）

【空調の高効率化】
EHP 冷房COP3.4⇒3.7

暖房COP3.6⇒3.9

【照明の制御導入】

事務室 在室検知制御+明るさ検知制御

約2,800万円

（約2,700円/㎡）
約0.7% 約350万円/年 約8年

中規模

事務所

（1,500㎡）

【空調の高効率化】
EHP 冷房COP3.4⇒3.7

暖房COP3.6⇒4.0

【照明の制御導入】

事務室 在室検知制御+明るさ検知制御

約500万円

（約3,300円/㎡）
約1.5% 約51万円/年 約10年

小規模

事務所

（240㎡）

【空調の高効率化】
EHP 冷房COP3.7⇒3.9

暖房COP3.9⇒4.1

【照明の制御導入】

事務室 初期照度補正+明るさ検知制御

トイレ 人感センサ制御

約120万円

（約4,900円/㎡）
約2.9% 約8.5万円/年 約14年

※２ BEIが0.1相当改善するために必要な措置。不適合物件の大半（大規模：86%、中規模：81％、小規模：55%）がBEI=1.0～1.1であるため。

・省エネ基準に適合させるために必要となる追加的コストは、建設費の約0.7～2.9％となり、規模

が大きいほど割合が小さい。

・光熱費の低減による追加的コストの回収期間は、約8～14年となり、規模が大きいほど短い。

※４ WEBプログラムにより算定した二次エネルギー削減量に、電気料金単価（法人用の料金プランから24.00円/kWhと設定）を乗じて算定

※３ 平成27年度建築着工統計の工事予定額より算定（大規模：384.3千円/㎡、中規模：224.6千円/㎡、小規模：167.5千円/㎡）

※１ ６地域を想定
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建物概要※1 基準適合させるための

追加措置※2 追加的コスト
総建設費※3に占める

追加的コストの割合

光熱費の

低減額※4 回収期間

大規模住宅
（30戸×70㎡＝2,100㎡

の共同住宅）

【屋根】
・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種2

号・10mm
【外壁】
・吹付け硬質A種1・

10mm
【床】
・A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

ﾌｫｰﾑ保温板3種b・

20mm
【開口部】
・アルミサッシ

・単板ガラス

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種2
号・30mm

・吹付け硬質A種1・

40mm

・A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

ﾌｫｰﾑ保温板3種b・

45mm

・アルミサッシ

・複層ガラス

約22万円/戸

（約3,200円/㎡）

約1.3%
約1.1万円

/戸・年
約20年

中規模住宅
（9戸×70㎡＝630㎡

の共同住宅）

約26万円/戸

（約3,700円/㎡）

約1.5%
約1.6万円

/戸・年
約17年

小規模住宅

（120㎡の戸建住宅）

【天井】
・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10K・50mm
【外壁】
・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10K・35mm
【床】
・A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

ﾌｫｰﾑ保温板2種b・

20mm
【開口部】
・アルミサッシ

・単板ガラス

・高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16K・

150mm
・高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16K ・

85mm
・A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

ﾌｫｰﾑ保温板3種b・

60mm

・アルミサッシ

・複層ガラス

約87万円/戸

（約7,200円/㎡）

約4.0%
約2.5万円

/戸・年
約35年

・省エネ基準に適合させるために必要となる追加的コストは、建設費の約1.3～4.0％となり、規模が大きいほど
割合が小さい。

・光熱費の低減による追加的コストの回収期間は、約17～35年となり、戸建て住宅の期間が最も長い。共同住
宅については、規模が大きいほど期間が長い。

※２ 断熱等級を３から４に上げるための措置。届出における不適合物件の大半（92％）が断熱等級３に適合しているため。

※４ WEBプログラムにより算定した二次エネルギー削減量に、電気料金単価（家庭用の料金プランから30.00円/kWhと設定）を乗じて算定

※３ 平成27年度住宅着工統計の工事予定額より算定（共同住宅：25万円/㎡（ RC造分譲住宅）、戸建住宅：18万円/㎡（木造注文住宅））

※１ ６地域を想定

省エネ基準に適合させるために必要な追加的コストの試算例（住宅）
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○ 2015年７月、「日本の約束草案」を地球温暖化対策推進
本部において決定、国連気候変動枠組条約事務局に提出。

○ 「日本の約束草案」では、2030年度に2013年度比26.0％
減（2005年度比25.4％減）の水準とする。

○ 2015年12月、COP21（気候変動枠組条約 第21回締約国
会議）において、全ての国が参加する2020年以降の温室
効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、
パリ協定を採択。

○ パリ協定を踏まえ、「日本の約束草案」で示した中期目標
（2030年度削減目標）の達成に向けて、地球温暖化対策
計画を策定（2016年5月13日閣議決定）。

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策

エネルギー起源CO2の各部門の排出量の目安

パリ協定採択までの経緯と今後のスケジュール

C
O
P
17

C
O
P
21

2020年2015年

2020年以降の
新たな枠組みの議論

（特別作業部会）

2020年以降の
新たな枠組みの議論

（特別作業部会）

7月
約束草案の提出

パ
リ
協
定
の
発
効

2016年

11月
適応計画の提出

世界総排出量の55%以上の排出量を
占める55カ国以上の締約国が協定を
締結した日の後30日目に効力を生じる
2016年11月4日発効

4月
署名式典にて署名

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定の実施に向けて
詳細なルールを議論

2011年

2013年度
実績

2030年度
の排出量
の目安

（参考）
削減率

エネルギー起源CO2 1,235 927 ▲25％

産業部門 429 401 ▲7％

業務その他部門 279 168 ▲40％

家庭部門 201 122 ▲39％

運輸部門 225 163 ▲28％

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 101 73 ▲28％

※ 温室効果ガスには、上記エネルギー起源CO2のほかに、
非エネルギー起源CO2、一酸化二窒素、メタン等があり、
これらを含めた温室効果ガス全体の削減目標が▲26.0％
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地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定） ＜住宅・建築物関連抜粋＞

【第２節 地球温暖化対策・施策

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策】

Ｂ．業務その他部門の取組

（b）建築物の省エネ化

○新築建築物における省エネルギー基準適合義務化の推進
○既存建築物の省エネルギー化（改修）
○ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）の推進
○低炭素認定建築物等の普及促進
○省エネルギー・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進

Ｃ．家庭部門の取組

（b）住宅の省エネ化

○新築住宅における省エネ基準適合の推進
○既存住宅の断熱改修の推進
○省エネ・省ＣＯ２のモデル的な住宅への支援
○低炭素認定住宅等の普及促進
○省エネ・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進

第３章 目標達成のための対策・施策 （本文抜粋）
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エネルギー基本計画 （平成26年4月11日閣議決定） ＜住宅・建築物関連抜粋＞

78

１．各部門における省エネルギーの強化

（１）業務・家庭部門における省エネルギーの強化

（略）

さらに、省エネルギー性能の低い既存建築物・住宅の改修・建て替えや、省エネルギー性能等も含

めた総合的な環境性能に関する評価・表示制度の充実・普及などの省エネルギー対策を促進する。ま

た、新築の建築物・住宅の高断熱化と省エネルギー機器の導入を促すとともに、より高い省エネルギ

ー性能を有する低炭素認定建築物の普及促進を図る。

政府においては、公共建築物の他、住宅やオフィスビル、病院などの建築物において、高断熱・高

気密化や高効率空調機、全熱交換器、人感センサー付ＬＥＤ照明等の省エネルギー技術の導入により

、ネット・ゼロ・エネルギーの実現を目指す取組を、これまでに全国約４，０００件支援してきてい

るところである。

今後は、このような取組等を通じて、建築物については、２０２０年までに新築公共建築物等で、

２０３０年までに新築建築物の平均でＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを

目指す。また、住宅については、２０２０年までに標準的な新築住宅で、２０３０年までに新築住宅

の平均でＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現を目指す。

さらに、こうした環境整備を進めつつ、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、

２０２０年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する。

（略）

第２節 徹底した省エネルギー社会の実現と、スマートで柔軟な消費活動の実現 （本文）



政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一 （略）

二 今後の適合義務の対象拡大については、予定される時期、範囲等を早期に明らかにした上で、審査等の執行体制の充実強化

及び設計、施工、評価等を担う技術者の育成を促進するとともに、届出制度の的確な運用により、義務化に向けた適合率の向上
を図ること。

三 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続きの一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じる

とともに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこ
と。併せて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。

四～九 （略）
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建築物省エネ法に対する附帯決議

平成２７年６月３日 衆議院国土交通委員会

平成２７年６月３０日 参議院国土交通委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一・二 （略）

三 今後の適合義務の対象拡大に当たっては、予定される時期、範囲等を早期に明らかにした上で、審査等の執行体制の充実強化
及び設計、施工、評価等を担う技術者の育成を促進すること。また、所管行政庁において届出制度が的確に運用されるよう、実情
を把握した上で必要な支援を行い、適合率の向上を図ること。

四 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続の一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じるとと
もに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援の拡充を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期す
こと。あわせて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。

五～九 （略）



住宅・建築物に関する主要な省エネ支援施策（Ｈ30年度予算等）

住 宅 建 築 物

融資

【（独）住宅金融支援機構のフラット35S】
○耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅を取得する場合、当初５

年間の金利を引き下げ

○認定長期優良住宅、認定低炭素住宅といった特に優れた住宅を取
得する場合は、当初１０年間の金利を引き下げ

－

税

【所得税／登録免許税／不動産取得税／固定資産税】
○認定長期優良住宅化リフォーム、一定の省エネ改修を行った住宅

について、所得税・固定資産税の特例措置

○認定長期優良住宅について、所得税・登録免許税・不動産取得
税・固定資産税の特例措置

○認定低炭素住宅について、所得税・登録免許税の特例措置

【贈与税】
○省エネルギー性等に優れた住宅を取得等するための資金の贈与

を受けた場合、贈与税の非課税限度額を500万円加算

【法人税／所得税／法人住民税／事業税、固定資産税】
○中小企業が認定経営力向上計画に基づき一定の省エネ設備の取

得等をし、事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除の特例
措置。さらに、償却資産の場合には固定資産税の軽減措置。

補助

【サステナブル建築物等先導事業】
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】
○中小工務店においてゼロ・エネルギー住宅等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】
○既存住宅の長寿命化に資するリフォームに要する費用 等

【補助率】１／３ （補助限度額100万円／戸 等）

【サステナブル建築物等先導事業】
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】
○中小工務店において認定低炭素建築物等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【既存建築物省エネ化推進事業】
○既存建築物について躯体改修を伴い省エネ効果１５％以上が見込

まれるとともに、改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たす
省エネ改修の費用 等

【補助率】１／３（補助限度額5000万円／件 等）

※１ 長期優良住宅 ：長期にわたり良好な状態で使用できる耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性、省エネ性等を備えた良質な住宅として、認定を受けた住宅
※２ 低炭素住宅 ：高い省エネ性能等を備えたものして、認定を受けた住宅・建築物

新築

改修

新築 改修

新築 改修

新築 改修 新築 改修

改修改修

新築

新築

新築 改修 新築

改修
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住宅金融支援機構のフラット３５Ｓ

耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅の供給促進のため、以下（右下図）に掲げるいずれかに該当す
る住宅に対して、証券化支援の枠組みの下で、住宅ローンの金利引下げを行う制度

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の対象となる住宅の基準の概要

○ 耐震性等の性能が優れた住宅（以下のいずれかに該当する住宅） （Ｂプラン）

《耐震性に優れた住宅》

○耐震等級（構造躯体の倒
壊等防止）２以上又は免
震建築物であること。

耐震化の推進 バリアフリー化の推進

《耐久性・可変性に
優れた住宅》

○劣化対策等級３、維持
管理対策等級２以上及
び一定の更新対策 （更

新対策については共同
住宅等に限る。）のすべ
てに適合すること。

耐久性・可変性の推進

《省エネルギー性に
優れた住宅》

○断熱等性能等級４また
は一次エネルギー消費量
等級４であること。

地球温暖化対策の推進

《バリアフリー性に
優れた住宅》

○高齢者等配慮対策等
級３以上であること。

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅（以下のいずれかに該当する住宅） （Ａプラン）

○耐震等級（構造躯体の
倒壊等防止）３であるこ
と。

耐震化の推進 バリアフリー化の推進 耐久性・可変性の推進

○認定低炭素住宅

○一次エネルギー消費量
等級５であること

○性能向上計画認定住宅

地球温暖化対策の推進

○高齢者等配慮対策等級
４以上であること。（共同
住宅は共用部分のみ）

○長期優良住宅（新築・
中古）であること。

（注）上記の他、既存住宅を対象とした省エネルギー性及びバリアフリー性の基準がある。

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の内容

○ 耐震性等の性能が優れた住宅を取得する場

合は、当初５年間の金利を０．２５％引き下げる。

（Ｂプラン）

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅を取得す

る場合は、当初１０年間の金利を０．２５％引き

下げる。（Ａプラン）

5年 10年

▲0.25％

5年

▲0.25％

耐震性等の性能が優れた住宅 （Ｂプラン）

長期優良住宅等の
特に優れた住宅 （Aプラン）

金利引下げ期間 金利引下げ期間

金
利
引
下
げ
幅

金
利
引
下
げ
幅
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一定の省エネ改修工事又はそれを含む長期優良住宅化リフォームを行った場合、以下
の額を５年間所得税額から控除
①改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工
事又はそれを含む長期優良住宅化リフォーム（上限250万円）の年末ローン残高の２％
②①以外の増改築等に係る借入金の年末ローン残高の１％

（①＋②の借入金の上限は1000万円）
→５年間で最大62.5万円の減税

（H33.12.31まで）所得税（ローン型）

長期優良住宅の新築・取得を行った場合、一戸建ては５年間、
マンションは７年間、固定資産税額を１/２軽減（一般住宅の場
合：一戸建ては３年間、マンションは５年間）

（H32.3.31まで）固定資産税

住宅に係る省エネ関係税制（H30年度税制改正案）

住宅の新築・取得又は一定の増改築等を行った場合、住宅ローンの年末残高の１％を10年間所得税額から控除（10年以上のローンが対象） ※ 1
→＜一般住宅の新築・取得又は一定の増改築等＞ 10年間で、最大400万円の減税
→＜低炭素住宅・長期優良住宅の新築＞10年間で、最大500万円の減税

（H33.12.31まで）

低炭素住宅・長期優良住宅の新築・取得を行った場合、標準的
な性能強化費用相当額（上限650万円）の10％をその年分の所
得税額から控除
→最大65万円の減税

（H33.12.31まで）所得税（投資型）

低炭素住宅・長期優良住宅の新築・取得を行った場合、所有権
保存登記及び所有権移転登記の税率を減免
保存登記：一般住宅0.15％→低炭素住宅・長期優良住宅0.1％
移転登記：一般住宅0.3％→低炭素住宅0.1％

長期優良住宅0.2％(戸建て)
0.1％(マンション)

（H32.3.31まで）登録免許税

※ 1 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除（H26.3までは最高9.75万円、H26.4からは最高13.65万円）
※２ 所得税の特例はいずれかの選択制

省エネ性（断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上）等の高い住宅について、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額を500万円加算
（省エネ性等の高い住宅についての非課税限度額は、H28.1.1～：最大1,200万円、H31.4.1～：最大3,000万円、H32.4.1～：最大1,500万円、H33.4.1～：最大1,200万円）

（H33.12.31まで）贈与税

所得税（住宅ローン減税）

新築

長期優良住宅の取得を行った場合、課税標準から1,300万円を
控除（一般住宅の場合：1,200万円）

（H32.3.31まで）不動産取得税

改修

一定の省エネ改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額（上限250万円（※太
陽光発電設備を設置する場合は350万円））の10％をその年分の所得税額から控除
→最大25万円（太陽光発電設備設置時は35万円）の減税
長期優良住宅化リフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額（一定の耐震改修、
省エネ改修及び耐久性向上改修を実施する場合は上限500万円（※太陽光発電設備を
設置する場合は600万円）、一定の耐震改修と省エネ改修のいずれか及び耐久性向上
改修を実施する場合は上限250万円（※太陽光発電設備を設置する場合は350万円））
の10％をその年分の所得税額から控除
→最大50万円（太陽光発電設備設置時は60万円）の減税
※断熱工事に併せて行う高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置も対象

（H33.12.31まで）所得税（投資型）

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額を１/３軽減
一定の省エネ改修工事を行い、長期優良住宅（増改築）の認定を取得する場合、翌年
度の固定資産税額を２/３軽減

（H32.3.31まで）固定資産税
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さらに省CO2化を進めた先導的な低炭素住宅
（ライフサイクルカーボンマイナス住宅（ＬＣＣＭ住宅））

省エネ性能表示
（BELS）を活用した
申請手続の共通化

関連情報の
一元的提供

将来の更なる普及に向けて供給を促進すべきZEH

※ より高性能なＺＥＨ、建売住宅、集合住宅（中高層）

ＺＥＨに対する支援

中小工務店が連携して建築するＺＥＨ

※ ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇

関係省庁（経済産業省・国土交通省・環境省）が連携して、住宅の省エネ・省ＣＯ２化に取り組み、
２０２０年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をＺＥＨにし、２０３０年までに
建売戸建や集合住宅を含む新築住宅の平均でＺＥＨを実現することを目指す。

引き続き供給を促進すべきＺＥＨ

※ 注文住宅、集合住宅（低層）

ＺＥＨ （ゼロ・エネルギー住宅）等の推進に向けた取組 （平成30年度予算案）

H30予算案:10,221百万円の内数 【国土交通省】

H30予算案：60,040百万円の内数 【経済産業省】

H30予算案：8,500百万円の内数 【環境省】

H30予算案：11,500百万円の内数 【国土交通省】
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事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ
事業目的・概要
工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エ
ネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。

成果目標
平成42年省エネ見通し（5,030万kl削減）達成に寄与します。

平成32年までに新築戸建住宅の過半数のZEH実現と公共建築物に
おけるZEB実現及び、省エネリフォーム件数の倍増を目指します。

事業者等
補助

補助（①1/2,1/3,1/4 ②戸建：定額 集合：2/3
③2/3 ④1/2）

給湯

照明

暖房

冷房
換気

削減

エネルギーを上手に使う

＋

エネルギーを創る

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物

②、③
ZEH/ZEBとは

＋

エネルギーを極力
必要としない

① 省エネルギー設備への入替支援
工場等における省エネ設備への入替促進のため、対象設備を限定し
ない「工場・事業場単位」（複数事業者が連携する設備入替も含
む）、申請手続きが簡易な「設備単位」での支援を行います。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の導入・実証支援
ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーにより建築されるZEH+（現
行のZEHより省エネを更に深堀りするとともに、設備のより効率的な運
用等により太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したZEH）の導
入や集合住宅におけるZEHの実証等を支援します。

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援
ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成、ZEBを推進する設計事
務所や建築業者、オーナーの発掘・育成等を目的に、ZEBの構成要
素となる高断熱建材・設備機器等を用いた実証を支援します。

④ 次世代省エネ建材の導入支援
既存住宅の断熱・省エネ性能の向上を図るため、工期短縮可能な
高性能断熱建材や蓄熱、調湿等の付加価値を有する省エネ建材の
導入を支援します。

④

複数事業者が連携した取組

① 工場・事業場単位での支援
事業者の省エネ取組を支援

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
平成30年度予算案額 600.4億円（672.6億円）

設備単位での支援

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

設備更新

エネマネの活用等による
効率改善

エネマネ事業者※の活用による
効率的・効果的な省エネ

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化
サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工
場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程
半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

次世代省エネ建材の導入支援

設備導入

高性能断熱建材や新たな付加価値を有する省エネ建材の導入を支援

工期を短縮して断熱改修 ドアの断熱
蓄熱や調湿による消費エ

ネルギー低減

断熱
パネル

既存壁
壁紙 断熱材

蓄熱材

調湿材
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背景・目的 事業概要

期待される効果

事業概要

平成30年度予算（案）
8,200百万円 （新規）

2030年のCO2削減目標達成のためには、家庭部門からのCO2排出

量を約４割削減しなければならない。

その達成には、住宅の省エネルギー性能の向上等を図る必要があり、

このためには、戸建・集合住宅におけるネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ZEH）のより一層の普及を促進する必要がある。

加えて、既存住宅の省エネ化に資する高断熱建材を用いた住宅の断

熱改修を推進する必要がある。

また、より低炭素性能の優れた先進素材や再エネ熱活用の普及を促

進することにより住宅の低炭素化を促進する。

1. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化による住宅における低炭素化促
進事業

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：住宅（戸建、分譲集合、賃貸集合）を建築・改修する者

補助率等 ：①及び③定額（70万円/戸）

②定額（上限額：90万円/戸）

※②は①に加えて交付

※蓄電池3万円/kWh（上限額：30万円）を別途補助

事業実施期間：①について：平成30年度～平成31年度

②及び③について：平成30年～34年度
2. 高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：既存戸建住宅を改修する者、既存集合住宅を改修する者

補助率等 ：①既存戸建住宅への高性能建材導入：1/3

（上限：120万円/戸）

②既存集合住宅への高性能建材導入：1/3

（上限：15万円/戸）

※家庭用蓄電池 設備費：定額（3万円/kWh、上限：1/3）

工事費：定額（上限：5万円/台）を別途補助

※家庭用蓄熱設備等

設備費及び工事費合わせて定額（上限：5万円/台）

を別途補助

事業実施期間：平成30年度～平成31年度

1. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化による住宅における
低炭素化促進事業事業（経済産業省、国土交通省連携事業）

① 戸建住宅において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築・改修する

者に定額の補助を行う。

② ZEHの要件を満たす住宅に、低炭素化に資する素材を一定量以上使

用し、又は先進的な再エネ熱利用技術を活用した戸建住宅を建築す

る際に定額の補助を行う。

③ 分譲集合住宅及び賃貸集合住宅（一定規模以下）において、ZEH相

当となるものを新築又は同基準を達成するように既築住宅を改修す

る場合に、追加的に必要となる費用の一部に定額補助を行う。
2. 高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業（経済産業省連携事

業）

①既存戸建住宅及び、②既存集合住宅について、高性能建材導入に

係る経費の一部を補助する。

住宅用太陽光発電設備（10kWh未満）が設置されており、2-①の事

業に加え、既存戸建住宅に一定の要件を満たした家庭用蓄電池、又

は蓄熱設備を設置する者に対し設備費と工事費の一部を補助。

ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等による
住宅における低炭素化促進事業（経済産業省、一部国土交通省連携事業）
ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等による
住宅における低炭素化促進事業（経済産業省、一部国土交通省連携事業）

平成30年度予算（案）
8,500百万円 （新規）

戸建住宅及び集合住宅のZEH化、断熱リフォームの推進による既存住宅の高断熱

化等を進め、住宅の低炭素化を促進し、家庭部門のCO2削減目標達成に貢献する。

低炭素化に資する素材（CLT、CNF等）や先進的な再エネ熱利用技術等、低炭素

性能に優れた素材等の普及の端緒を開く。

再生可能エネルギーの自家消費に対するインセンティブを提供することで、再生

可能エネルギーの普及拡大を図る。

事業スキーム

（補助率）定額

補助金

（補助率）
1/3,定額

事業者等

補助金

環
境
省

非
営
利

法
人

非
営
利

法
人
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地域型住宅グリーン化事業

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、省エネルギー性能や耐久性等
に優れた木造住宅・建築物の整備を図るとともに、これと併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を
行う。

•地域型住宅の規格・仕様

•資材の供給・加工・利用

•積算、施工方法

•維持管理方法

•その他、グループの取組

共通ルールの設定

長寿命型

高度省エネ型

補助限度額

110万円/戸 ※１長期優良住宅

認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
ゼロ・エネルギー住宅

110万円/戸 ※１

110万円/戸 ※１

140万円/戸 ※２

太陽熱温水器

高効率給湯機
劣化対策

耐震性

計画的な維持管理

グループの構築

地
域
型
住
宅
・建
築
物
の
整
備

優良建築物型

認定低炭素建築物など一定の良質な建築物

補助限度額 ：１万円/平米（床面積）

外皮の
高断熱化

外皮の高断熱化

１次エネルギー消費量が
基準と比べ少ない

その他一定の措置（選択）
・ＢＥＭＳの導入
・節水対策

・ヒートアイランド対策 等

補助対象（住宅）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内かつ対象事業費の1/10以内

補助対象（建築物）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内

・地域材加算 ……… 主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域
材を使用する場合、20万円/戸を限度に補助額を加算

・三世代同居加算 … 玄関・キッチン・浴室又はトイレのうちいずれか２つ
以上を複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度に補助額
を加算

※１ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額100万円/戸

※２ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額125万円/戸

関連事業者の
連携体制の構築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

平成30年度予算案：115億円
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省エネ・省ＣＯ２技術による低炭素化、健康、災害時の継続性、少子化対策等に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広
く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや意識啓発に寄与

＜補助率＞ １／２

＜限度額＞原則5億円（新築の建築物及び共同住宅のプロジェクトについては、さらに総事業費の5％を上限額とする。）

ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築物等先導事業（省CO2先導型）

省CO2技術の効率的な利用により、省CO2性能を向上する

健康 少子化 災害時の継続性

■一括受電設備・非常用
発電機能付きコージェネ

■BCP・LCPの拠点の整備

■地中熱等、複数の熱源
群の最適制御

省エネ・省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ

外観

帰宅困難者
受け入れ
ゾーン

地中熱

■個々の建築物で既に導入
されている技術である
BEMS（※１）やコージェネ
レーションを建物間で融通
し、CEMS（※２）や電力・熱
の融通を実現

エネルギー
ディスプレイ

隣接する建築物

※１ ビルエネルギー
マネジメントシステム

※２ コミュニティエネルギー
マネジメントシステム

省エネ・省CO2技術

平成30年度予算案:環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業 102.21億円の内数

87



建築物ストックの省エネ改修等を促進するため、民間等が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、改修後の

省エネ性能を表示をすることを要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する。

【事業の要件】
A 以下の要件を満たす、建築物の改修工事

①躯体（壁・天井等）の省エネ改修を伴うものであること
②改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれること
③改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
④省エネ性能を表示すること

B 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示

【補助対象費用】
1) 省エネ改修工事に要する費用
2) エネルギー計測等に要する費用
3) バリアフリー改修工事に要する費用（省エネ改修工事と併せて

バリアフリー改修工事を行う場合に限る ）
4)省エネ性能の表示に要する費用

【補助率・上限】

・補助率：1/3
定額（Bの事業で特に波及効果の高いもの）

・上限
＜建築物＞
5,000万円／件（設備部分は2,500万円）
※ バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用

として2,500万円を加算
（ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下とする。）

＜支援対象のイメージ＞

○ 躯体の省エネ改修
・ 天井、外壁等（断熱） ・ 開口部（複層ガラス、二重サッシ等） 等

○ 高効率設備への改修
・ 空調、換気、給湯、照明 等

○ バリアフリー改修
・ 廊下等の拡幅、手すりの設置、段差の解消 等

○ 省エネ性能の表示

＜省エネ改修例＞

既存建築物省エネ化推進事業

断熱材
（例：グラスウール）

窓サッシ・
窓ガラス（例：複層ガラス）

庇やルーバーの設置省エネ性能の表示

高効率空調設備

平成３０年度予算案： 環境・ストック活用推進事業 102.21百万円の内数
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長期優良住宅化リフォーム推進事業

効 果

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅

の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

【対象事業】

①若者による既存住宅取得時に行うリフォームに対する支援

インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成するとと
もに、工事後に耐震性と劣化対策とが確保されるもの（ ＝ 基本

要件） ＜若者による住宅取得をしやすくするものとして、段階的な
性能向上の取組を支援＞

②持ち家等で行うリフォームに対する支援（①以外）

上記①の基本要件に加え、少なくとも日常的に使用する居室等
の部分が、工事後に省エネルギー性、バリアフリー性等のいず
れかの基準を満たすもの ＜高齢化対応等として、主たる居室等
の省エネルギー化等の性能向上の取組を支援＞

【補助率】 １／３

【限度額】 １００万円／戸

○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸
さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額の
ほか、５０万円／戸を上限として補助

○ 三世代同居の推進○ 良質な既存住宅ストック
の形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

事 業 概 要

○インスペクションの実施

○性能向上リフォーム

・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性

○維持保全計画・履歴の作成

※ 三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

○三世代同居改修

例）キッチンの増設

耐震性

例）軸組等の補強

劣化対策

例）床下防湿
・防蟻措置

省エネルギー性

例）外壁の断熱

三世代同居改修

○ 若者の住宅取得への
支援

平成30年度予算案：42億円

89



背景・目的 事業概要

賃貸住宅における省CO2促進モデル事業（国土交通省連携事業）

期待される効果

イメージ

事業スキーム

平成30年度予算（案）
1,700百万円 （3,500百万円）

2030年のCO2削減目標達成のためには、家庭部門からCO2排

出量を約４割削減しなければならない。

個々の住宅の低炭素化の技術は確立し、大手住宅メーカーによ

る販売住宅ではゼロエネルギーハウスの展開も進んでいる。

一方で、新規着工件数の約４割を占める賃貸住宅では、低炭素

価値が評価されておらず、賃料アップや入居者獲得につながら

ないため、省CO2型の住宅の供給、市場展開が遅れている。

そこで、市場への省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、

市場において低炭素価値が評価されるための普及啓発を一体的

に行い、賃貸住宅市場を低炭素化する必要がある。

補
助
金

非
営
利
法
人

非
営
利
法
人

賃貸住宅供給事業者等

＜戸建 or 集合 賃貸住宅＞୭



低炭素化のための
追加コストへの

補助

検索条件として
低炭素型を選択可

賃
貸
・
分
譲
検
索
サ
イ
ト
等

住宅の環境
性能表示

賃貸住宅市場における低炭
素型住宅の供給と普及啓発

の一体的実施により、
家庭部門からの

CO2大幅削減

低炭素型住宅の新築・改修

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：賃貸住宅を建築・管理する者

補助率 ：①1/2(上限額：60万円/戸)

②1/3(上限額：30万円/戸)

事業実施期間：平成28年度～平成30年度

賃貸住宅について、一定の断熱性能を満たし、かつ住宅の省エネ基準よりも

①20％以上（再エネ自家消費算入可）若しくは②10％以上（再エネ自家消費

算入不可）CO2排出量が少ない賃貸住宅を新築、又は同基準を達成するよう

に既築住宅を改修する場合に、追加的に必要となる給湯、空調、照明設備等

の高効率化のために要する費用の一部を補助する。

本事業を活用して新築・改修された賃貸住宅については、住宅の環境性能の

表示や、インターネット等を活用した効果の普及やPRを行うこととする。

さらに、本事業と並行して、賃貸住宅の紹介・あっせんを行っている事業者

と連携し、賃貸住宅の検索時に、低炭素型であることをメルクマールとした

検索を可能とすることで、市場全体の低炭素化を官民連携で行う。

家庭部門のCO2削減目標達成のため、賃貸住宅市場において省エネ基準よりも

10％以上の省エネを達成

省エネ性能表示や「環境性能」の検索条件の整備と普及啓発を一体的に行い、

低炭素型賃貸住宅を選好する機運を高め、自発的な賃貸住宅市場展開を図る。

賃貸住宅市場の低炭素化の端緒を開き、家庭部門のCO2を大幅削減する。
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